
議案第３９号参考 阿久根市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について関係新旧対照表 

○ 阿久根市議会委員会条例（昭和３８年阿久根市条例第３９号） 

（下線の部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

（常任委員会の所属，常任委員会の名称，委員の定数及びその所管） 

第２条 （略） 

２ （略） 

⑴ 総務文教委員会 ７人 

（略） 

⑵ （略） 

⑶ 予算委員会 １３人以内 

（略） 

⑷ （略） 

 

（資格審査特別委員会，懲罰特別委員会の設置） 

第７条 （略） 

２ 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の定数は，前条第２項の規定にかか

わらず，６人とする。 

（常任委員会の所属，常任委員会の名称，委員の定数及びその所管） 

第２条 （略） 

２ （略） 

⑴ 総務文教委員会 ８人 

（略） 

⑵ （略） 

⑶ 予算委員会 １４人以内 

（略） 

⑷ （略） 

 

（資格審査特別委員会，懲罰特別委員会の設置） 

第７条 （略） 

２ 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の定数は，前条第２項の規定にかか

わらず，８人とする。 

 

 


